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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外輪と、ハブと、内輪と、複数の転動体とを備え、
　このうちの外輪は、外周面に懸架装置に結合固定する為の第一のフランジを、内周面に
複列の外輪軌道を、それぞれ有するものであり、
　上記ハブは、中心部にスプライン孔を、外周面の外端寄り部分に駆動輪を支持固定する
為の第二のフランジを、外周面の中間部に直接又は別体の内輪を介して第一の内輪軌道を
、外周面の内端寄り部分に嵌合円筒面部を、それぞれ有するものであり、
　上記内輪は、外周面に第二の内輪軌道を有し、上記嵌合円筒面部に外嵌した状態で、上
記ハブの内端部に形成された円筒部を径方向外方に塑性変形させて形成されたかしめ部に
より内端面を抑え付けられて、上記ハブに固定されたものであり、
　上記各転動体は、上記複列の外輪軌道と上記第一、第二の内輪軌道との間に、それぞれ
複数個ずつ転動自在に設けられているものである駆動輪用転がり軸受ユニットの製造方法
であって、
　上記円筒部のうち、熱処理を施していない生の部分の外周面に、全体が円筒状に形成さ
れており、内周面の軸方向一部に径方向内方に突出する突条を全周に亙り設けた治具を嵌
合して、この突条により上記円筒部の外周面のうち、上記スプライン孔を形成する前の状
態のこのスプライン孔の軸方向内端部に相当する位置よりも軸方向内方の一部を全周に亙
り径方向内方に向けて圧縮しつつ、上記ハブの中心部に上記スプライン孔を形成した後、
上記治具を上記円筒部から取り外す事により、この円筒部の外周面の一部を圧縮していた
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力を解除してから上記かしめ部を形成する事を特徴とする、駆動輪用転がり軸受ユニット
の製造方法。
【請求項２】
　ハブが機械構造用炭素鋼製であり、円筒部の外周面の一部を圧縮する事により、スプラ
イン孔を形成する前の状態の、このスプライン孔の軸方向内端部に相当する位置に生じる
応力が、１４０～４００MPa である、請求項１に記載した駆動輪用転がり軸受ユニットの
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、独立懸架式サスペンションに支持された駆動輪（ＦＦ車の前輪、ＦＲ車及
びＲＲ車の後輪、４ＷＤ車の全輪）を懸架装置に対して回転自在に支持すると共に、上記
駆動輪を回転駆動する為に利用する駆動輪用転がり軸受ユニットの製造方法の改良に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　車輪を懸架装置に対して回転自在に支持する為に、外輪と内輪とを転動体を介して回転
自在に組み合わせた駆動輪用転がり軸受ユニットが、各種使用されている。特許文献１に
は、図１３に示す様な、駆動輪用転がり軸受ユニット１が記載されている。この駆動輪用
転がり軸受ユニット１は、外輪２の内径側にハブ３及び内輪４を、複数個の転動体５、５
を介して回転自在に支持して成る。このうちの外輪２は、その外周面に設けた第一のフラ
ンジ６により懸架装置を構成する図示しないナックルに結合固定した状態で、使用時にも
回転しない。又、上記外輪２の内周面には複列の外輪軌道７、７を設けて、この外輪２の
内径側に上記ハブ３及び内輪４を、この外輪２と同心に、回転自在に支持している。
【０００３】
　このうちのハブ３は、外周面の外端（軸方向に関して外とは、自動車への組み付け状態
で車両の幅方向外側となる側で、図１～４、８、１３～１４の右側。本明細書及び特許請
求の範囲全体で同じ。）寄り部分に、車輪を支持する為の第二のフランジ８を設けている
。又、上記ハブ３の外周面の中間部に第一の内輪軌道９を形成し、同じく内端（軸方向に
関して内とは、自動車への組み付け状態で車両の幅方向中央側となる側で、図１～４、８
、１３～１４の左側。本明細書及び特許請求の範囲全体で同じ。）部に形成した、請求項
１に記載した嵌合円筒面部に相当する小径段部１０に、その外周面に第二の内輪軌道１１
を形成した上記内輪４を外嵌固定している。この内輪４の内端面は、上記ハブ３の内端部
に存在する円筒部１２を直径方向外方にかしめ広げ（塑性変形させ）て形成したかしめ部
１３により抑え付けられて、上記小径段部１０から脱落する事を防止している。又、上記
ハブ３の中心部には、スプライン孔１４を設けている。
【０００４】
　上記スプライン孔１４には、等速ジョイント１５を構成するスプライン軸１６を軸方向
内側から外側に向け挿通する。そして、このスプライン軸１６の外端部で上記ハブ３の外
端面から突出した部分に設けた雄ねじ部１７にナット１８を螺合し、更に緊締する事によ
り、上記等速ジョイント１５と前記駆動輪用転がり軸受ユニット１とを互いに結合固定す
る。尚、上記等速ジョイント１５の構成各部の形状等に就いては、周知のツェッパ型或は
バーフィールド型の等速ジョイントの場合と同様であり、本発明の要旨とは関係しないの
で、詳しい説明は省略する。
【０００５】
　上記かしめ部１３は、前述の様に、円筒部１２を径方向外方にかしめ広げる事により形
成するが、このかしめ部１３の形成に伴い上記スプライン孔１４の軸方向内端部が径方向
内方に変形する場合がある。即ち、このかしめ部１３の形成時には、上記円筒部１２を前
記内輪４の内端面に抑え付ける為、この円筒部１２に軸方向外方にも荷重が作用する。こ
の為、上記かしめ１３の形成時には、この円筒部１２に、軸方向外方に向かう材料の流れ
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が生じる。この円筒部１２の外径側は上記内輪４が外嵌されている為、この様な材料の流
れが拘束され、この円筒部１２が径方向外方に変形する事は抑えられる。これに対して、
この円筒部１２の内径側には、材料の流れを拘束するものがない為、この円筒部１２が径
方向内方に変形する。そして、この円筒部１２の内径側に存在する、上記スプライン孔１
４の軸方向内端部が径方向内方に変形する。
【０００６】
　尚、上記かしめ部１３の形成方法によって、上記スプライン孔１４の内端部の変形量が
異なる。即ち、ローリングかしめにより、かしめ部１３を形成した場合、かしめ作業時に
荷重が作用するのは、上記円筒部１２の円周方向一部である為、変形が局所的に生じ、上
述の様な材料の流れは少なくなる。この為、上記スプライン孔１４の軸方向内端部の変形
量を小さくできる。これに対して、プレスによりかしめ部１３を形成した場合、全体的に
変形が生じる為、上述の様な材料の流れが多くなり、上記スプライン孔１４の軸方向内端
部の変形量が大きくなる。この様に、かしめ部１３の形成時に、このスプライン孔１４の
軸方向内端部が径方向内方に変形した場合には、このスプライン孔１４内にスプライン軸
１６を挿入しにくくなる。
【０００７】
　上述の様な事情に鑑み、特許文献２に記載された発明では、ハブの内端部に存在し、か
しめ部を形成する部分である円筒部の外端位置と、スプライン孔の内端部との位置関係を
規制する事により、かしめ部を形成する事による影響がこのスプライン孔に及ぶ事を抑え
ている。しかし、上記特許文献２に記載された発明の場合、ハブの仕様（客先の要求寸法
等）によっては、この特許文献２に記載された様な構造とできない場合がある。従って、
ハブの仕様に拘わらず、かしめ部の形成に伴うスプライン孔の変形を抑える技術が望まれ
る。
【０００８】
　これに対して、特許文献３には、スプライン孔の形成を、円筒部を径方向内方に圧縮し
つつ行なう発明が記載されている。即ち、図１４に示す様に、ハブ３の内端部に存在し、
かしめ部を形成する前の円筒部１２を、治具１９に圧入する事により、この円筒部１２を
径方向内方に圧縮して、スプライン孔を形成する前の状態である中心孔２０のこのスプラ
イン孔の内端部に相当する位置を含む、上記円筒部１２の内周面を径方向内方に変位させ
る。この状態で、上記中心孔２０に上記スプライン孔を形成する。この時、径方向内方に
変位した部分は除去される。この様にスプライン孔を形成したならば、上記治具１９を取
り外す。この治具１９を取り外す事により、上記円筒部１２に付与されていた圧縮力が解
除される為、上記スプライン孔の内端部の内径が、上述の様に除去された分、径方向外方
に拡がる。そして、この様にスプライン孔の内端部の内径が拡がった状態で上記円筒部１
２をかしめ広げて、かしめ部を形成する。この時、スプライン孔の内端部が、かしめ部の
形成により径方向内方に変形するが、このスプライン孔の内端部は、上述の様に、予め径
方向外方に拡径されている為、かしめ部形成に伴う変形が相殺される。この結果、かしめ
部形成後にスプライン孔の内端部が径方向内方に膨出する事を防ぐ。
【０００９】
　上述の様に、特許文献３に記載された発明では、予め、スプライン孔の内端部を径方向
外方に拡径させて、かしめ部形成時に発生する変形を相殺する様にしている。従って、前
述した特許文献２に記載された発明と比べて、ハブの仕様に拘らず、かしめ部の形成に伴
うスプライン孔の変形を抑えられる。しかし、上記特許文献３の場合、上記スプライン孔
の内端部に相当する部分の内径を縮める際の変形は弾性変形である。これに対して、かし
め部形成時の、スプライン孔の内端部の変形は塑性変形である。そして、弾性変形と塑性
変形によりそれぞれ変形する量は、通常、大きく異なる為、この事を考慮した上で、上記
スプライン孔の内端部に相当する部分の内径の変形量を規制しなければ、かしめ部を形成
した後の、このスプライン孔の内端部の軸方向に対する平行度を良好にできず、不具合が
生じる事となる。例えば、スプライン孔の内端部に相当する部分の内径を縮める際の変形
量が、かしめ部形成時の変形量に対して小さ過ぎる場合、スプライン孔形成後にこのスプ
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ライン孔の内端部が拡径する量が少なくなる。そして、かしめ部形成時の変形を相殺し切
れず、上記スプライン孔の内端部が径方向内方に突出し、前述の様に、スプライン軸を挿
入しづらくなる等の問題が生じる。この為、上記スプライン孔の内端部に相当する部分の
内径を縮める際の変形量を規制する事が必要となるが、上記特許文献３に記載された発明
の場合、具体的な解決方法が示されてない。
【００１０】
　又、上記特許文献３に記載された構造では、上記円筒部１２を圧縮する治具１９の内周
面の形状に就いての具体的な記載はなく、図１４（特許文献３の図２）を見る限り、この
治具１９の外端部乃至中間部内周面は円筒面状に、この中間部から内端部側内周面は、内
端部に向かう程径が小さくなる方向に傾斜したすり鉢状に、それぞれ形成されている。但
し、上記治具１９の内端部内周面のすり鉢状に傾斜した部分の傾斜角度やこの傾斜した部
分が始まる軸方向位置等に就いての記載はない。本発明者の研究によると、後述する図６
に示す実験結果の様に、治具の内周面の形状を単なる円筒面として、円筒部との締め代の
みを規制した場合、スプライン孔を形成する前の状態のスプライン孔の内端部に相当する
位置の形状を、かしめ部形成時の変形量との関係を考慮した場合に目標となる形状とする
事が難しい事が分かった。
【００１１】
【特許文献１】特開平１１－５４０４号公報
【特許文献２】特開２００３－７４５７１号公報
【特許文献３】特開２００２－３２７７１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の駆動輪用転がり軸受ユニットの製造方法は、上述の様な事情に鑑み、かしめ部
形成後にスプライン孔の内端部の形状の軸方向に対する平行度を良好にする事ができる様
に、このスプライン孔を形成する前のこのスプライン孔の内端部に相当する部分の内径を
縮める際の変形量を正確に規制できる製造方法を実現すべく発明したものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の駆動輪用転がり軸受ユニットの製造方法により造る駆動輪用転がり軸受ユニッ
トは、前述した従来から知られている駆動輪用転がり軸受ユニットと同様に、外輪と、ハ
ブと、内輪と、複数の転動体とを備える。
　このうちの外輪は、外周面に懸架装置に結合固定する為の第一のフランジを、内周面に
複列の外輪軌道を、それぞれ有する。
　又、上記ハブは、中心部にスプライン孔を、外周面の外端寄り部分に駆動輪を支持固定
する為の第二のフランジを、外周面の中間部に直接又は別体の内輪を介して第一の内輪軌
道を、外周面の内端寄り部分に嵌合円筒面部を、それぞれ有する。
　又、上記内輪は、外周面に第二の内輪軌道を有し、上記嵌合円筒面部に外嵌した状態で
、上記ハブの内端部に形成された円筒部を径方向外方に塑性変形させて形成されたかしめ
部により内端面を抑え付けられて、上記ハブに固定されたものである。
　更に、上記各転動体は、上記複列の外輪軌道と上記第一、第二の内輪軌道との間に、そ
れぞれ複数個ずつ転動自在に設けられているものである。
　特に、本発明の駆動輪用転がり軸受ユニットの製造方法は、上記円筒部のうち、熱処理
を施していない生の部分の外周面に、全体が円筒状に形成されており、内周面の軸方向一
部に径方向内方に突出する突条を全周に亙り設けた治具を嵌合する。そして、この突条に
より上記円筒部の外周面のうち、上記スプライン孔を形成する前の状態のこのスプライン
孔の軸方向内端部に相当する位置よりも軸方向内方の一部を全周に亙り径方向内方に向け
て圧縮しつつ、上記ハブの中心部に上記スプライン孔を形成する。その後、上記治具を上
記円筒部から取り外す事により、この円筒部の外周面の一部を圧縮していた力を解除して
から上記かしめ部を形成する。
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【発明の効果】
【００１４】
　上述の様に構成する本発明の駆動輪用転がり軸受ユニットの製造方法によれば、スプラ
イン孔を形成する前のこのスプライン孔の内端部に相当する部分の内径を縮める際の変形
量を、好ましく規制できる。この為、かしめ部形成後にこのスプライン孔の内端部の形状
の軸方向に対する平行度を良好にする事ができる。この結果、スプライン孔内にスプライ
ン軸を挿入しにくくなる等の不具合の発生を抑える事ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明を実施する為に好ましくは、請求項２に記載した様に、ハブを機械構造用炭素鋼
製とする。そして、円筒部の外周面の一部を圧縮する事により、スプライン孔を形成する
前の状態の、このスプライン孔の軸方向内端部に相当する位置に生じる応力を、１４０～
４００MPa とする。この様にすれば、かしめ部形成後のスプライン孔の内端部の軸方向に
対する平行度を、より良好にする事ができる。
【実施例】
【００１６】
　図１～４は、本発明の実施例を示している。尚、本発明の特徴は、スプライン孔１４（
図１３参照）の加工時に円筒部１２の外周面を圧縮した時の、スプライン孔１４の内端部
（開始位置）に相当する位置（以下、内端部相当位置と言う。尚、以下の説明では、スプ
ライン孔１４の仕上加工前は内端部相当位置と言い、仕上加工後を単にスプライン孔１４
の内端部と言う。）の内径収縮量を適正にする事により、かしめ部１３（図１３参照）を
形成した後の上記スプライン孔１４の内端部の平行度を良好にする点にある。ハブ３の基
本的な構造及び作用に就いては、前述の図１３に示した従来構造とほぼ同様であるから、
同等部分には同一符号を付して重複する説明を省略若しくは簡略にし、以下、本発明の特
徴部分を中心に説明する。
【００１７】
　本実施例の場合、上記スプライン孔１４を形成する前に、上記ハブ３の中心孔に、予め
ブローチ加工により荒加工を施しておく。但し、この荒加工の為のブローチ加工は省略し
ても良い。又、ハブ３の外周面等に必要な切削加工或は研削加工を施して、このハブ３を
所定の形状に仕上げた後、外周面の所定部分を高周波焼き入れにより硬化させておく。即
ち、本実施例の場合、上記ハブ３はＳ４５Ｃの如き機械構造用炭素鋼等の鋼製で、外周面
に切削加工或は研削加工を施す事により、第一の内輪軌道９や小径段部１０等を形成する
。又、必要な部分には高周波焼き入れ等の熱処理を施して、この部分を硬化させる。この
熱処理を施す部分は、図１に斜格子で示す様に、車輪を固定する為の第二のフランジ８の
基端部内側面乃至ハブ３の中間部外端寄り外周面、更には上記第一の内輪軌道９乃至上記
小径段部１０部分である。上記第二のフランジ８の基端部内側面乃至ハブ３の中間部外端
寄り外周面は、この第二のフランジ８の曲げ剛性及び強度を確保する為と、外輪２と上記
ハブ３との間の空間で転動体５、５（図１３参照）を設置した部分の外端開口を塞ぐシー
ルリングのシールリップによる摩耗を防止する為とにより、硬化させる必要がある。又、
上記転動体５、５と転がり接触する第一の内輪軌道９及び、内輪４を外嵌する上記小径段
部１０の硬度も、転がり疲れ寿命の確保やフレッチング摩耗防止の為に、それぞれ確保す
る必要がある。これに対して、上記ハブ３の内端部に設けた円筒部１２は、上記かしめ部
１３を形成する為、熱処理を施さずに生のままとしておく。
【００１８】
　上述の様に、上記ハブ３に所定の加工及び熱処理を施したならば、上記荒加工を施した
このハブ３の中心孔に仕上げのブローチ加工を施して上記スプライン孔１４（図１～２は
、スプライン孔１４の仕上加工前の荒加工の状態を示している。）を形成する。本実施例
の場合、図１～２に示す様に、この仕上げのブローチ加工を施す際に、上記熱処理を施し
ていない生のままの上記円筒部１２の外周面に治具２１を外嵌して、この円筒部１２の外
周面の軸方向一部を径方向内方に向けて圧縮する。この治具２１は、全体が円筒状に形成
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されており、内周面の軸方向内端寄り部分に、径方向内方に突出する突条２２を全周に亙
って設けている。この突条２２の内径ｄは、上記円筒部１２の自由状態での外径よりも僅
かに小さく、上記治具２１のこの突条２２を除く内周面の内径Ｄは、この円筒部１２の自
由状態での外径とほぼ同径となる様に、それぞれ形成している。この為、上記治具２１を
上記円筒部１２に外嵌した場合、上記突条２２により上記円筒部１２の外周面の軸方向一
部が径方向内方に圧縮される。尚、図２では、上記治具２１の突条２２を除く内周面と上
記円筒部１２の外周面との間に、構造を明確にする為に、明らかな隙間を存在させている
が、実際にはこの隙間は極く小さい。即ち、上記治具２１の内周面と上記円筒部１２の外
周面との寸法誤差及び、上記突条２２の存在によるこれら各周面の弾性変形分による僅か
な隙間が存在するのみである。
【００１９】
　又、本実施例の場合、上記治具２１を上記円筒部１２の外周面に外嵌した時に、この治
具２１の内周面に設けた上記突条２２の位置を、この円筒部１２の熱処理を施していない
生の部分の外周面で、上記スプライン孔１４を形成する前の状態のこのスプライン孔１４
の内端部に相当する位置（内端部相当位置２５）よりも軸方向内方となる様に規制する。
尚、この内端部相当位置２５は、図示の様に、後述する仕上加工を施す事によりスプライ
ンを形成する凹凸部分の内端部に存在する傾斜した部分（傾斜面部２６）を除いた状態で
の軸方向内端部を指す。又、前述した様に、荒加工の為のブローチ加工を施さない場合も
、上記傾斜面部２６を除いた状態での軸方向内端部が、上記内端部相当位置２５となる。
尚、この傾斜面部２６は、スプライン軸１６（図１３参照）を挿入する為の案内面となる
。
【００２０】
　図示の例では、上述の様に、上記突条２２の軸方向位置を規制する為、上記治具２１と
、上記ハブ３の中間部外周面と前記小径段部１０との段差面２３との間に、所定の軸方向
寸法を有する間座２４を外嵌している。この間座２４は、上記治具２１の位置決めの為に
設けるものである為、上記ハブ３の外周面に対して締り嵌めとする必要はない。これに対
して、上記治具２１は、上記突条２２部分で、上記円筒部１２に対し締り嵌めとなる。こ
の為、この治具２１をこの円筒部１２に外嵌する際には、プレス機等により圧入する。尚
、上記治具２１の軸方向寸法を長くして、この治具２１の外端面を上記段差面２３に当接
させる様にすれば、上記間座２４を省略する事もできる。
【００２１】
　又、本実施例の場合、上記治具２１を上記円筒部１２に外嵌する事により、上記内端部
相当位置２５に生じる応力を１４０～４００MPa としている。この為に、上記突条２２の
上記治具２１の内周面からの突出量δ｛（Ｄ－ｄ）／２｝を、０．１８～０．２５mmとし
ている。又、上記突条２２の断面形状を、半径が２～１０mmの円弧形としている。又、こ
の突条２２の軸方向位置を、上記段差面２３からの軸方向距離Ｌ22が２０．１～２２．１
mmとなる位置としている。この場合、上記内端部相当位置２５から上記突条２２までの軸
方向距離Ｌ25が８～１３mmである。これらの値は、一般的な乗用車用の駆動輪用転がり軸
受ユニットの場合である。尚、この様に規制する理由に就いては、後述する。
【００２２】
　上述の様に、円筒部１２に治具２１を外嵌する事により、この円筒部１２の軸方向一部
を圧縮した状態では、図３に誇張して示す様に、上記内端部相当位置２５が径方向内方に
変位する。本実施例の場合、上記円筒部１２に外嵌する治具２１の内周面に設けた突条２
２の突出量δや軸方向距離Ｌ22等を、上述の様に規制している。この為、上記治具２１を
上記円筒部１２に外嵌した時に、上記内端部相当位置２５が膨出する量を、後述する、か
しめ部１３形成時にスプライン孔１４の内端部が径方向内方に変位する量との関係で適正
にできる。そして、この状態で、上記仕上げのブローチ加工を施して、上記スプライン孔
１４を形成する。このスプライン孔１４を形成したならば、上記円筒部１２の外周面から
上記治具２１を取り外す。この治具２１を取り外す際には、この治具２１の外端面で前記
間座２４よりも径方向外方に突出している部分を固定の部分に引っ掛けた状態で、上記ハ
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ブ３を軸方向内方から外方にプレスして、上記治具２１の内周面から上記円筒部１２を押
し出す。尚、上記間座２４は、前述の様に、上記ハブ３の外周面に対して緩く嵌合してい
る為、取り外しは容易である。
【００２３】
　上述の様に、治具２１を上記円筒部１２から取り外す事により、上記スプライン孔１４
の内端部の形状が、図４に誇張して示す様に、軸方向内方に向かう程径方向外方に拡がっ
た状態となる。即ち、上記スプライン孔１４の加工時に上記内端部相当位置２５に作用し
ていた圧縮応力が、上記治具２１を上記円筒部１２から取り外す事により解除される。こ
の結果、上記スプライン孔１４の内端部が弾性的に復元する。本実施例の場合、上記内端
部相当位置２５が径方向内方に変位した状態で、上記スプライン孔１４を形成する為のブ
ローチ加工を施している為、この変位した部分は、この加工の際に除去される。従って、
上述の様に、スプライン孔１４を形成した後に、このスプライン孔１４の内端部が弾性的
に復元した状態では、上記変位した部分が除去されている分、この内端部が径方向外方に
拡がった様な形状を有する事となる。
【００２４】
　そして、本実施例の場合、上記スプライン孔１４の内端部の形状が拡がった状態で、上
記円筒部１２にかしめ加工を施して前記かしめ部１３を形成する。即ち、上記ハブ３の中
心部にスプライン孔１４を形成した後、小径段部１０に内輪４（図１３参照）を外嵌し、
この内輪４の外端面を前記段差面２３に当接させる。この状態で、上記ハブ３及び内輪４
の周囲に外輪２を配置して、この外輪２の内周面に形成した外輪軌道７、７と、上記ハブ
３及び内輪４の外周面に形成した第一、第二の内輪軌道９、１１との間に、転動体５、５
を保持器に保持した状態で組み付ける（図１３参照）。この様に各部材を組み付けたなら
ば、上記ハブ３の外端面を支持台に載置して、上記円筒部１２に揺動かしめ等のかしめ加
工を行なう。この様にかしめ加工を行なう際には、上記外輪２を回転させながら行なう。
尚、このかしめ加工に就いては、従来から行なわれているかしめ加工と同様に行なう為、
詳しい説明は省略する。
【００２５】
　上述の様なかしめ加工を施す事により、上記ハブ３の内端部にかしめ部１３を形成した
状態で、上記スプライン孔１４の内端部は、軸方向とほぼ平行となる。即ち、かしめ加工
時に作用する荷重により、このスプライン孔１４の内端部は径方向内方に変位するが、か
しめ加工を施す前のこのスプライン孔１４の内端部の形状は径方向外方に拡がった状態で
ある為、かしめ加工時にこの内端部が変位する量が相殺される。特に、本実施例の場合、
上記スプライン孔１４を形成する際に上記円筒部１２の圧縮状態を規制する事により、上
記内端部相当位置２５の変位量を適正にしている。この為、上記スプライン孔１４の形成
後にこのスプライン孔１４の内端部が径方向外方に拡がる量を、かしめ部１３形成時にこ
のスプライン孔１４の内端部が径方向内方に変位する量とほぼ同じとする事ができる。こ
の結果、上記かしめ部１３を形成した後の上記スプライン孔１４の内端部の形状の、軸方
向に対する平行度を良好にする事ができる。この様に、かしめ部１３を形成した後に、ス
プライン孔１４の内端部の軸方向に対する平行度が良好であれば、等速ジョイント１５の
スプライン軸１６（図１３参照）を挿通しにくくなる等の不具合の発生を抑える事ができ
る。
【００２６】
　上述の様に構成される本実施例により、かしめ部１３を形成した後のスプライン孔１４
の内端部の軸方向に対する平行度を良好にできる理由に就いて、詳しく説明する。
　先ず、円筒部１２の外周面を圧縮する事により内端部相当位置２５を変位させる量を、
どの様な値とすれば良いか検討する。本実施例の場合、前述した様に、上記円筒部１２の
外周面の軸方向一部を径方向内方に向けて圧縮する事により上記内端部相当位置２５を変
位させた部分を、仕上げのブローチ加工を施してスプライン孔１４を形成する際に除去す
る。従って、上記円筒部１２を圧縮する事による上記内端部相当位置２５の径方向内方へ
の変位量と、かしめ加工時に作用するスラスト荷重によりスプライン孔１４の内端部が径
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方向内方に変位する量とをほぼ同じとする事ができれば、かしめ加工によりこのスプライ
ン孔１４の内端部が変位する部分を予め除去できる事となる。そして、この様に、かしめ
加工により変位する量を予め除去できれば、同じ条件でかしめ加工を行なった場合に、上
記スプライン孔１４の内端部の形状の軸方向に対する平行度を良好にできる。
【００２７】
　従って、本発明者は、以下の様に、かしめ加工後のスプライン孔１４の内端部の形状が
軸方向とほぼ平行となる様な、このスプライン孔１４の形成時に上記円筒部１２の外周面
を圧縮する際の上記内端部相当位置２５の目標形状を求めた。
　最初に、この内端部相当位置２５の許容変形量に就いて検討する。上記ハブ３の材料と
しては、通常、Ｓ４５Ｃ～Ｓ５５Ｃの如き機械構造用炭素鋼（ＪＩＳ　Ｇ　４０５１）等
の鋼材が使用される。この材料の降伏点は約４００MPa である。この為、上記内端部相当
位置２５に作用する応力を４００MPa 以下に抑える必要がある。言い換えれば、この内端
部相当位置２５に作用する応力が４００MPa を越えた場合には、この内端部相当位置２５
が塑性変形してしまう。この様に、内端部相当位置２５に作用する応力の許容値を４００
MPa 以下とした場合、本発明が対象とする普通自動車用の駆動輪用転がり軸受ユニットを
構成するハブの大きさでは、上記内端部相当位置２５の許容変形量は約０．０３mmとなる
。従って、この内端部相当位置２５の変形量が０．０３mmを越えた場合には、この内端部
相当位置２５が塑性変形してしまう。この為、本発明者は、この内端部相当位置２５の許
容変形量を０．０３mmとした。尚、本実施例の場合、この内端部相当位置２５よりも軸方
向内方部分に、この内端部相当位置２５に作用する応力よりも大きな応力が作用すると考
えられるが、この部分は、かしめ部１３となる部分である為、仮に塑性変形しても問題な
い。
【００２８】
　上述の様に、内端部相当位置２５の許容変形量を、０．０３mmとした為、かしめ加工に
よる上記スプライン孔１４の内端部の変位量も０．０３mm以下に抑える必要がある。即ち
、前述の様に、かしめ加工後にこのスプライン孔１４の内端部の形状を軸方向とほぼ平行
とする為には、円筒部１２を圧縮する事により上記内端部相当位置２５が径方向内方に弾
性的に変位する量と、かしめ加工に伴って上記スプライン孔１４の内端部が径方向内方に
変位する量とを、ほぼ同じにしなければならない。従って、上記内端部相当位置２５の許
容変形量が０．０３mm以下であれば、かしめ加工による上記スプライン孔１４の内端部の
径方向内方への変位量も、０．０３mm以下とする必要がある。尚、かしめ加工による上記
スプライン孔１４の内端部の、径方向内方への変位量を小さく抑える為には、かしめ加工
の条件を次の様にする。
　揺動角度　：　大きくする
　揺動回転数　：　上げる
　ストローク速さ　：　遅くする
【００２９】
　上述の様な条件を考慮して、本発明者は次の条件（１）、（２）の様に、かしめ部１３
を形成する為の押型或はロール等の揺動部材の揺動角度等を規制してかしめ加工を行ない
、それぞれの場合のスプライン孔１４の内端部の変形状態を求めた。尚、揺動部材の揺動
回転速度及びストローク速さに就いては、条件（１）、（２）共に同じ条件であり、揺動
角度のみ異ならせた。
　揺動角度　：　５°｛条件（１）｝、２°｛条件（２）｝
　揺動回転速度　：　２００～５００min-1 
　ストローク速さ　：　３mm／ｓ
【００３０】
　上記各条件（１）、（２）によりかしめ加工を行なった実験の結果を図５に示す。この
図５には、これら各条件（１）、（２）によりかしめ加工を行なった場合に於ける、スプ
ライン孔１４の内端部が径方向内方に変位した量をそれぞれ示している。尚、上記図５及
び後述する図６、７、９～１２に示す、このスプライン孔１４の内端部（或は内端部相当
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位置２５）の変位量は、このスプライン孔１４の内端部（或は内端部相当位置２５）の半
径の変化量を、上記スプライン孔１４の内端部（或は内端部相当位置２５）からの軸方向
の距離との関係で示している。従って、それぞれマイナス表示となる。上記図５からも明
らかな様に、上記条件（２）によりかしめ加工を行なった場合、上記スプライン孔１４の
内端部の変位量が０．０３mmを越えた。これに対して、上記条件（１）によりかしめ加工
を行なった場合、上記スプライン孔１４の内端部の変位量を０．０３mm以下に抑える事が
できた。従って、かしめ加工の条件は、上記条件（１）で行なえば良い事が分かった。
【００３１】
　尚、揺動部材の揺動回転速度を上げたり、ストローク速さを遅くする事によって、上記
スプライン孔１４の内端部の変位量を更に小さくできる。但し、この内端部の変位量は、
０．０３mm以下に抑えられれば良いので、従来の生産条件を考慮して、従来から行なって
いたかしめ加工の条件を必要以上に変えない様にする事が好ましい。例えば、上述の様に
、揺動角度を規制する事により所望の条件を満たせば、揺動回転速度やストローク速さは
変えない様にする。この様に、従来の生産条件との変更点を少なくすれば、条件変更に伴
う人為的なミス等を減らす事ができる。
【００３２】
　上述の様に、条件（１）でかしめ加工を行なった場合には、上記スプライン孔１４の内
端部の径方向の変位量を０．０３mm以下に抑えられる為、上記図５に示した条件（１）に
よりかしめ加工を行なった場合の上記スプライン孔１４の内端部の形状を、このスプライ
ン孔１４の形成時に上記円筒部１２の外周面を圧縮する際の、内端部相当位置２５の目標
形状とする。尚、本明細書で「内端部相当位置の形状」と言う場合には、内端部相当位置
２５よりも軸方向外方の所定部分（例えば、内端部相当位置２５から１０mm程度の部分）
を含む概念とする。上記円筒部１２の外周面を圧縮する事により、この内端部相当位置２
５の形状を上記目標形状とする事ができれば、上記円筒部１２を圧縮する事によりこの内
端部相当位置２５が塑性変形する事はない。従って、スプライン孔１４の仕上げ加工後に
、この円筒部１２の外周面の圧縮状態を解除した場合に、このスプライン孔１４の内端部
の形状を、確実に弾性的に復元させる事ができる。
【００３３】
　次に、上述の様に、円筒部１２を圧縮する事により、上記内端部相当位置２５の形状を
目標形状とする為の条件を求める為に行なった実験に就いて説明する。
　先ず、上記円筒部１２を圧縮する為の治具の形状を、内周面に突条を設けない形状（内
周面を軸方向全体に亙って円筒面）とした場合に、上記内端部相当位置２５がどの様な形
状となるかを調べた実験に就いて説明する。
　この実験を行なう為に本発明者は、上記円筒部１２を厚肉円筒部材に単純化して、上記
内端部相当位置２５の形状が上記目標形状となる様な、治具とこの円筒部１２との締め代
を計算した。即ち、図６に実線で示した上記目標形状の関数Ｕ(x) を求め、このＵ(x) を
満たす様な締め代を計算で求めた。そして、実際に、この計算により求めた締め代により
、上記円筒部１２に治具を外嵌し、上記内端部相当位置２５の形状を調べた。この結果を
上記図６に示す。
【００３４】
　上記図６から明らかな様に、治具の内周面を軸方向全体に亙って円筒面とした場合には
、治具を外嵌して円筒部１２の外周面を圧縮した時に、上記内端部相当位置２５の形状が
上記目標形状から大きく外れてしまう事が分かった。尚、図６には、治具の外端面を段差
面２３に突き当てた場合と、上記内端部相当位置２５の形状を上記目標形状に近付けるべ
く、この治具の外端面を段差面２３に突き当てず、この治具の軸方向に関する位置を微調
整した場合との結果を、それぞれ示している。これら各結果は、ほぼ同様な形状となった
が、何れの場合も、上記目標形状から大きく外れた。
【００３５】
　上述の様に、目標形状から大きく外れた原因として次の様な事が考えられる。即ち、上
記目標形状は、通常のかしめ加工によりかしめ部１３を形成した時の、スプライン孔１４
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の内端部の変形状態である為、塑性変形により形成された形状である。これに対して、上
述の様な締め代の計算は、弾性変形モデルに就いて行なっている為、上記治具の直径が弾
性的に拡がって、目標形状から大きく外れたと考えられる。尚、上記締め代の計算を弾性
変形モデルとするのは、前述した様に、内端部相当位置２５を塑性変形させたくない為、
この内端部相当位置２５の膨出量を０．０３mm以下と規制している事からも分かる様に、
本発明が、円筒部１２の外周面の一部を圧縮する事により、上記内端部相当位置２５を適
性量弾性変形させる事を目的とする為である。従って、上記計算は弾性変形モデルのみを
対象に行なった。
【００３６】
　又、本発明者は、締め代を上記計算により求めた値とし、治具の外径を規制してこの治
具の直径が弾性的に拡がる事を抑える事により、上記内端部相当位置２５の形状を目標形
状とする事に就いても検討した。しかし、この治具の外径が円筒部１２の外径に比べて大
きくなり過ぎ、この治具を外嵌した場合に不安定となる為、治具の外径を規制して上記内
端部相当位置２５の形状を目標形状とする事は、現実的でないと判断した。
【００３７】
　次に、本実施例の様に、治具の内周面の軸方向一部に突条を形成した場合に、内端部相
当位置２５がどの様な形状となるかを調べた実験に就いて説明する。
　先ず、前述の図１～２に示した様に、その内周面の軸方向一部に突条２２を設けた治具
２１を高周波焼き入れ等の熱処理を施していない生の部分の円筒部１２に外嵌した場合の
、内端部相当位置２５の変形状態を調べた。この実験では、上記治具２１を円筒部１２に
外嵌した状態で上記突条２２の軸方向の位置を、段差面２３からの軸方向距離Ｌ22が２２
．１mmとして、上記内端部相当位置２５よりも軸方向内方となる様にした。又、この突条
２２の突出量δを０．２５mmとした。又、この突条２２の断面形状は、半径が５mmの円弧
状とした。更に、上記治具２１の外径は、上記円筒部１２の外径の１．３倍とした。この
実験結果を、図７に示す。この図７から明らかな様に、上記治具２１を円筒部１２に、上
述した条件で外嵌した場合には、上記内端部相当位置２５の形状を、上記目標形状に近く
できる事が分かった。
【００３８】
　尚、上記突条２２の突出量δの値は、次の様な方法で求めた。先ず、この突条２２の突
出量δを適当な値に設定した。ここでは、このδが０．１０mmとなる様にこの突条２２を
形成した。そして、この様な突条２２を有する治具２１を上記円筒部１２に外嵌した。そ
して、この時に形成される上記内端部相当位置２５の形状と目標形状とを比較して、この
内端部相当位置２５の変位量が目標形状の変位量に対して何倍であるかを求めた。上記δ
を０．１０mmとした場合の内端部相当位置２５の変位量は、上記図７に示す様に、約０．
０１mmである。これに対して、上記目標形状の変位量は、約０．０２５mmである。従って
、この目標形状の変位量は、上記δが０．０１mmの時の変位量の２．５倍である事が分か
る。上記突条２２の突出量と上記内端部相当位置２５の変位量とはほぼ比例するので、上
記突出量δ（０．１０mm）を２．５倍して、突出量δを０．２５mmとすれば、上記目標形
状の膨出量（０．０２５mm）が得られる。本実験では、この様にして、上記突条２２の突
出量δ（０．２５mm）を求めた。
【００３９】
　又、上記内端部相当位置２５の変位量が０．０１mm（突条２２の突出量δが０．１０mm
）の時のこの内端部相当位置２５に生じる応力は１３３．７MPa であった。これに対して
、この内端部相当位置２５の変位量が０．０２５mm（δが０．２５mm）の時のこの内端部
相当位置２５に生じる応力は３３０．４MPa であった。スプライン孔１４形成後のこのス
プライン孔１４の内端部の平行度を考慮した場合、上記内端部相当位置２５の変位量を、
最低でも０．０１mm程度確保する必要がある。即ち、この内端部相当位置２５の変位量が
０．０１mmよりも小さい場合、上記スプライン孔１４の形成時に除去される量が少なくな
る。この為、かしめ部１３の形成時にこのスプライン孔１４の内端部が変位する際に相殺
できる量も少なくなり、この内端部が、このスプライン孔１４の軸方向と平行な部分より



(11) JP 4259358 B2 2009.4.30

10

20

30

40

50

も径方向内方に突出する量が多くなる。この結果、このスプライン孔１４内にスプライン
軸１６を挿通しづらくなると言う不具合を防止できない。上述した様に、上記内端部相当
位置２５の変位量が０．０１mmの時のこの内端部相当位置２５に生じる応力が１３３．７
MPa である為、本実施例の場合、この内端部相当位置２５に作用する応力の下限を１４０
MPa として、この内端部相当位置２５の変位量を確実に０．０１mm以上確保する様にして
いる。尚、上限に就いては、前述した様に、材料の降伏点を考慮して４００MPa としてい
る。
【００４０】
　尚、上記突条２２の突出量δを０．２５mmとした場合、上記円筒部１２の外周面上に凹
みが形成される。即ち、この円筒部１２は、上述した様に、熱処理を施していない生のま
まである為、上記突条２２に押圧される事により、この押圧される部分が径方向内方に凹
む。しかし、上記円筒部１２の外周面は、かしめ部１３の形成時に内輪４の内端面に押し
付けられる事により、この内輪４の内端面に倣う様に塑性変形する。この結果、上記凹み
がほぼ消失する。本発明者は、この点に就いても実際に確認した。従って、上記突条２２
により円筒部１２の外周面に形成される凹みが、製品の品質に与える影響はないと考えら
れる。
【００４１】
　次に、治具２１の内周面に形成する突条２２の軸方向位置に就いて検討する。
　先ず、本発明者は、図８に示す様に、この突条２２を、ハブ３の外周面で、熱処理を施
した部分（斜格子で示す部分）である小径段部１０の外周面上に位置させた場合の、内端
部相当位置２５の径方向内方への変位量を調べる実験を行なった。この実験では、上記突
条２２の軸方向位置を、上記内端部相当位置２５の軸方向位置とほぼ同じとした。又、こ
の実験でも、上記突条２２の突出量δを、最初、適当な値である０．１６mmに設定し、内
端部相当位置２５の膨出量が目標形状に近付く様に、上記突出量δを調整した。この突出
量δが０．１０mmで目標形状の変位量に近い値が得られた。この実験の結果を図９に示す
。
【００４２】
　上記図９から明らかな様に、上記突条２２を、熱処理を施した部分である上記小径段部
１０の外周面上に位置させた場合には、上記内端部相当位置２５の形状が、目標形状から
大きく外れる結果となった。即ち、上記内端部相当位置２５の変位量を目標形状の変位量
に近付けても、この内端部相当位置２５よりも軸方向外方部分が、この目標形状よりも大
きく変位した。この結果、上記突条２２を上記小径段部１０の外周面上に位置させる事に
より、上記内端部相当位置２５を目標形状に近付ける事は難しく、この様な方法は、採用
できない事が分かった。尚、上記突出量δが０．１０mmの場合には、内端部相当位置２５
に作用する応力が３４４．０MPa で、δが０．１６mmの場合には、この応力が４２５．３
MPa であった。又、上記内端部相当位置２５に作用する応力が４２５．３MPa で、この内
端部相当位置２５が塑性変形した事からも明らかな様に、この内端部相当位置２５に作用
する応力が４００MPa を越えると、この内端部相当位置２５が塑性変形してしまう。従っ
て、前述した様に、材料の降伏点からこの内端部相当位置２５に作用する応力を４００MP
a 以下とした条件の設定が、正しい事が確認できた。
【００４３】
　次に、上記突条２２の軸方向位置を、前述の図１～２に示した様に、生のままの部分で
ある円筒部１２の外周面に位置させると共に、段差面２３からの軸方向距離Ｌ22を変化さ
せた場合の、内端部相当位置２５の変位量を調べる実験を行なった。この実験は、上記軸
方向距離Ｌ22が、２０．１mm、２２．１mm、２４．１mmの３種類の場合に就いて行なった
。何れの場合も、突条２２の断面形状を半径５mmの円弧状とした。又、上記軸方向距離Ｌ

22が、２０．１mmの場合には、突条２２の突出量δを０．１８mmとする事により、内端部
相当位置２５の形状を目標形状に近付ける事ができた。又、この軸方向距離Ｌ22が２２．
１mm、２４．１mmの場合には、突条２２の突出量δを０．２５mmとした。この実験の結果
を図１０に示す。
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【００４４】
　上記図１０から明らかな様に、上記軸方向距離Ｌ22が、２０．１mm及び２２．１mmの場
合には、内端部相当位置２５の変位量が目標形状の変位量とほぼ同じとなった。又、形状
もこの目標形状に近かった。これに対して、上記軸方向距離Ｌ22が２４．１mmの場合、こ
の目標形状から大きく外れた。即ち、上記内端部相当位置２５よりも軸方向外方部分が、
塑性変形してしまい、この内端部相当位置２５から離れる程、変位量が大きくなった。従
って、本実施例では、上記軸方向距離Ｌ22を２０．１～２２．１mmとした。又、上記突条
２２の突出量δは０．１８～０．２５mmとした。尚、この時の、突条２２の内端部相当位
置２５からの距離Ｌ25は８～１３mmである。又、上記軸方向距離Ｌ22が２０．１mmの場合
に、内端部相当位置２５に作用する応力が３６７．９MPa で、このＬ22が２２．１mmの場
合のこの応力が３３０．４MPa 、Ｌ22が２４．１mmの場合のこの応力が２３２．３MPa で
あった。
【００４５】
　次に、治具２１の内周面に形成する突条２２の形状が、内端部相当位置２５の変形に及
ぼす影響に就いて調べた実験に就いて説明する。この実験は、この突条２２の断面形状を
円弧状とし、半径が２mmと５mmに就いて行なった。又、本実験では、この突条２２の突出
量δを０．２５mmと、この突条２２の段差面２３からの軸方向距離Ｌ22を２２．１mmとし
た。この実験結果を図１１に示す。この図１１から明らかな様に、上記突条２２の半径が
２mmの場合と５mmの場合とで、この内端部相当位置２５の形状が殆ど同じであった。従っ
て、上記突条２２の半径の大きさが、上記内端部相当位置２５の変形に及ぼす影響は殆ど
ない事が分かった。但し、この突条２２の半径を小さくし過ぎる（２mm未満とする）と、
上記治具２１を円筒部１２から取り外した後に残る凹みが深くなり、好ましくない。これ
に対して、上記突条２２の半径を大きくし過ぎる（１０mmより大きくする）と、この突条
２２により押圧される面積が大きくなり、この突条２２を設けた効果が少なくなる。言い
換えれば、治具２１の内周面を単なる円筒面とした場合と、得られる効果が変わらなくな
る。従って、上記突条２２の半径は、２～１０mmとする事が好ましい。
【００４６】
　更に、本発明者は、本発明の効果を実際に確認する実験を行なった。即ち、前述した図
１～４で説明した場合と同様に、スプライン孔１４の仕上加工を施す前に、熱処理を施し
ていない生の部分である円筒部１２の外周面に治具２１を外嵌する事により、内端部相当
位置２５を径方向内方に変位させた。そして、この状態で、上記スプライン孔１４の仕上
加工を行なった。その後、上記治具２１を上記円筒部１２から取り外し、ハブ３に内輪４
等を組み付けてから、この円筒部１２にかしめ加工を施した。実験条件は、この治具２１
の内周面に形成した突条２２の段差面２３からの軸方向距離Ｌ22を２２．１mmと、この突
条２２の突出量δを０．２５mmと、この突条２２の断面形状を半径が５mmの円弧状と、そ
れぞれ規制した。又、上記かしめ加工は、前述の図５で説明した条件（１）により行なっ
た。この実験の結果を図１２に示す。
【００４７】
　上記図１２は、目標形状と、上記治具２１を上記円筒部１２に外嵌した時に、上記内端
部相当位置２５が変位した状態と、スプライン孔１４の仕上加工を施して上記治具２１を
円筒部１２から取り外した後に、このスプライン孔１４の内端部が拡径した状態と、かし
め部１３を形成した後のこのスプライン孔１３の内端部の状態とを、それぞれ示している
。この実験から、本実施例により得られる、上記スプライン孔１４の内端部のかしめ加工
後の形状が、軸方に対して平行な形状（図１２の半径０mmの部分）に対して±１０μｍ以
下の精度に抑えられる事が分かった。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の実施例を、円筒部に治具を外嵌した状態で示す断面図。
【図２】図１のＡ部拡大図。
【図３】円筒部に治具を外嵌した状態の内端部相当位置の形状を示す模式図。
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【図４】円筒部から治具を外した状態の、スプライン孔の内端部の形状を示す模式図。
【図５】内端部相当位置の目標形状を求める為に行なった実験の結果を示す線図。
【図６】内周面に突条を有さない治具を円筒部に外嵌した場合の実験結果を示す線図。
【図７】治具の内周面に突条を設けた場合の、この突条の適正な突出量を調べる為に行な
った実験の結果を示す線図。
【図８】突条の軸方位置を熱処理を施した小径段部の外周面上に設置した状態を示す、図
２と同様の図。
【図９】図８の状態で行なった実験の結果を示す線図。
【図１０】突条の軸方向位置が、内端部相当位置の変形に及ぼす影響を調べる為に行なっ
た実験の結果を示す線図。
【図１１】突条の断面形状の半径が及ぼす影響調べる為に行なった実験の結果を示す線図
。
【図１２】本発明の効果を確認する為に行なった実験の結果を示す線図。
【図１３】本発明の対象となる、駆動輪用転がり軸受ユニットを組み込んだ車輪用駆動ユ
ニットの、従来構造の１例を示す断面図。
【図１４】スプライン孔形成時に円筒部を圧縮する方法の、従来構造の１例を示す断面図
。
【符号の説明】
【００４９】
　１　　駆動輪用転がり軸受ユニット
　２　　外輪
　３　　ハブ
　４　　内輪
　５　　転動体
　６　　第一のフランジ
　７　　外輪軌道
　８　　第二のフランジ
　９　　第一の内輪軌道
１０　　小径段部
１１　　第二の内輪軌道
１２　　円筒部
１３　　かしめ部
１４　　スプライン孔
１５　　等速ジョイント
１６　　スプライン軸
１７　　雄ねじ部
１８　　ナット
１９　　治具
２０　　中心孔
２１　　治具
２２　　突条
２３　　段差面
２４　　間座
２５　　内端部相当位置
２６　　傾斜面部
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